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Ｈ21.12.3国土交通省が「今後の治水対策のあり方に関する有識
者会議」を設置
【設置目的】
できるだけダムにたよらない治水への政策転換を進めるため、幅広い治水対策
案の立案手法や新たな評価軸などを検討し、今後の治水理念を提言

Ｈ21.12.15前原国土交通大臣が、ダム事業に関係する道府県知事
へ「できるだけダムにたよらない治水」への政策転換
を要請
・Ｈ21年末迄に、検証の対象となるダム事業と継続して進めるダム事業に区分
・補助ダムの進め方は、基本的に各道府県の判断を尊重
・検証対象ダムは、国の有識者会議が示す新基準に沿って各地方で検証
・検証を行った上で、各地方がその後の事業の進め方を判断することを要請

Ｈ21.12.25国土交通省が「検証の対象とするもの」と「事業を継
続して進めるもの」の区分を発表
下記以外は検証対象
・既にダムに頼らない治水対策の検討が進んでいるもの
・既存施設の機能増強を目的としたもの

・Ｈ21年11月までにダム本体工事の契約を行っているもの

Ｈ22.9.27有識者会議が新基準（今後の治水対策のあり方について
中間とりまとめ）を公表

Ｈ22.9.28国土交通大臣が、各地方整備局及び水資源機構へ検証
に係る検討を指示。道府県知事へ検証に係る検討を要請。

全国 ９０ダム
・直轄 ２７ダム
・水機構 ５ダム
・補助 ５８ダム

【最終検証対象】
全国 ８４ダム
・直轄 ２６ダム
・水機構 ５ダム
・補助 ５３ダム



国が示した個別ダム検証の進め方

中間取りまとめから乖離
した検討が行われたと
判断される場合

中止等の場合

国土交通大臣が個別ダム検証の検討を指示、要請

検討主体による個別ダムの検証に係る検討

目的別の検討

概略評価による
治水対策案の抽出

新
規
利
水
の
観
点
か
ら
の
検
討

流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
の
観
点
か
ら
の
検
討

検証対象ダムの総合的な評価

対応方針（案）等の決定

検討主体から本省への検討結果の報告

国土交通大臣が再検討の指示又は要請

本省による対応方針の決定
河川整備計画
変更等の手続き

治水対策案が多い場合

２～５案程度に抽出
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検討主体（※）は、下記①②を
行った上で、河川法第１６条の２等
に準じて③を行う。

①関係地方公共団体からなる検討
の場を設置

②情報公開、パブリックコメントの
実施

③学識経験を有する者、関係住民、
関係地方公共団体の長、関係利
水者からの意見聴取

複数の治水対策案の立案

（治水調節の例）

（※）検討主体
・直轄ダム
各地方整備局

・水資源機構ダム
水機構及び各地方整備局

・補助ダム
各都道府県

有識者会議の意見

治水対策案を評価軸
ごとに評価

目的別（洪水調節）の
総合評価
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